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１．地域公共交通に取り組む必要性と意義

• 本島内の人口動向は、中南部都市圏内では人口増加が、北部圏では⼈⼝減少がそれぞれ継続している自治体が多い傾向にあるが、
近年は都市部でも⼈⼝減少に転じている⾃治体も⾒られる。

• 本島内でも⾼齢化率は年々増加しており、今後は南部や北部では概ね２⼈に１⼈が⾼齢者に、中南部都市圏の都市部でも３人
に1人が高齢者となるエリアが大半を占めるようになる。

• 今後、本島内においても⼈⼝動向が変動する中、⼈々の暮らしと産業を⽀え、豊かで暮らしやすい地域づくりや、個性・活⼒のある地域

の振興を図る上で「移動」は⽋かせない⾏為である。

（１）沖縄本島における人口等の動向
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図 沖縄本島の市町村別人口動向 図 沖縄本島メッシュ別の⾼齢化率
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出典︓国勢調査（総務省）、⽇本の地域別将来推計⼈⼝（⼈⼝問題研究所）
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１．地域公共交通に取り組む必要性と意義

• ⼈⼝変動の本格化や近年の様々な社会経済情勢の影響に加え、高齢者の運転免許の返納の増加、運転⼿不⾜の深刻化、公共
交通を確保・維持するための負担の増加等、公共交通を取り巻く状況は大きく変化している。

• さらに、沖縄を含めた我が国全体として、これまで続いてきた「⺠間の交通事業者が収益を確保できる形で公共交通を担う」という構造
が難しくなってきている中で、地方公共団体が中心となり、多様な関係者が連携することで、地域の暮らしと産業を支える移動手段
を確保することがますます重要となっている。

• また、地域における移動手段の維持・確保は、交通分野の課題解決にとどまらず、まちづくり、観光振興、更には健康、福祉、教育、
環境等の様々な分野で大きな効果をもたらす。地域公共交通を確保・維持することは、地域社会全体の価値を高めることに直結す
るため、地域の総合⾏政を担う地⽅公共団体が中⼼となって地域戦略の⼀環として取り組んでいくことが重要である。

（２）沖縄本島の公共交通を取り巻く状況

図 沖縄県における運転免許返納者数 図 路線バス運転⼿不⾜の深刻化

出典︓運転免許統計（警察庁）より作成
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図 沖縄乗合バス事業の収支状況（４社計）
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１．地域公共交通に取り組む必要性と意義

• 都道府県別に、高齢者（65歳以上）の免許返納率と公共交通利⽤率（通勤通学時）の関連性をみると、公共交通利⽤率が⾼
い地域ほど、⾼齢者の免許返納率は⾼い傾向にある。

⇒⾼齢者の安全性や免許返納後の移動を確保する観点からも、公共交通の利便性を⾼めることが重要

• 沖縄本島の路線バス総⾛⾏キロ（路線バス⾛⾏区間距離×運⾏本数）は徐々に減少しており、ここ30年間では約４割
（38％）減少している。また、タクシー総⾛⾏キロはここ30年間で約７割（73％）減少し、コロナ禍の減少率が⼤きい。

⇒これまでの状況が継続すると、公共交通サービスそのものが更に減少していく懸念

（２）沖縄本島の公共交通を取り巻く状況（つづき）

出典︓運転免許統計（警察庁）、国勢調査（総務省）より作成

図 都道府県別の免許返納率と公共交通利⽤率の関連性
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図 本島の路線バスとタクシーの総⾛⾏キロの推移

出典︓運輸要覧（沖縄総合事務局）より作成
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１．地域公共交通に取り組む必要性と意義
（３）公共交通の役割等
公共交通の一般的な役割

公共交通のさらなる役割

１．にぎわいの創出（集めて運んでくる、留める）
・飲⾷店、商業施設が⽴地

・⽂化、交流機能と連携した余韻の楽しみ

２．都市の住⺠、観光客、若者の呼び込み

３．目的地選択の拡大
・医療、商業施設、⼤学、⾼校進学

４．健康増進
・糖尿病、⾼⾎圧疾患等のリスクを軽減

・歩⾏量の増加

地域公共交通のポイント

①公共交通としての使命は、日常生活の確保、できるかぎりの移動保障（⾞を利⽤できない⾼齢者・⾼校⽣等、移動の選択制や移動の⾃由）

②多くの⽇常的な移動を効率的に支え、適正な都市構造や⼟地利⽤を誘導（骨格軸の形成、コンパクトシティ、ＴＯＤ、にぎわい等）

③地域にふさわしい移動手段と持続性の高い地域づくり（クロスセクター→公共交通の効果＞都市、環境、商業、観光、福祉、健康、教育等のコスト）

◆地域公共交通が現状のままでは、交通事業者の持続可能性や公的負担の適正化、利⽤者⽬線での⻑期安定化は困難な状況

◆交通事業における移動の目的を生み出す視点、⽣活施設・交流施設の整備、市⺠が交流する場づくりといった都市政策等との連携も不可⽋

◆このため、①官と⺠で、②交通事業者相互間で、③他分野（福祉、教育、商業等）とも、「共創」を推進し、地域公共交通（＝都

市、まち、地域）を持続可能な形としていく。

出典︓地域公共交通セミナー資料（中部運輸局）等を参考に作成

１．移動の保障
・誰でも乗ることができる
・どこでも乗ることができる
・好きな時に乗ることができる

２．移動の効率化（中⼤量輸送機関）
・人を集めて運ぶ → 道路交通渋滞の解消
・道路空間の有効利⽤

・⼟地の有効利⽤、空間の魅⼒向上

・エネルギー消費の削減、環境負荷軽減

３．沿線の開発（中⼤量輸送機関）
・TOD（公共交通指向型開発）

４．⾃動⾞の外部不経済の解消
・交通渋滞、交通公害、交通事故の低減
・二酸化炭素排出削減

５．交通費削減
・他の財の消費へ

６．⾃⽴⼼、社会性・モラル、思いやりの⼼
・公共交通育成で交流

5
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２．地域公共交通に関する法律等について
（１）地域交通法※の概要 ※地域公共交通の活性化及び再⽣に関する法律

（令和２年改正）

6出典︓令和５年度第１回（第23回）交通政策審議会交通体系分科会地域公共交通部会資料
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２．地域公共交通に関する法律等について
（2）補助制度との連動

• 令和２年改正法の施⾏に伴い、地域公共交通計画の作成が地域公共交通確保維持事業による補助要件として定められた。これ
までの補助制度では「⽣活交通確保維持改善計画」に記載することで認定を受けていたが、今後は「地域公共交通計画」に記載する

ことで認定を受けることになる。

• このため、補助系統の地域の公共交通における位置付けや補助事業活用の必要性等について、原則、補助系統が跨がる全ての市
町村の地域公共交通計画又は都道府県の地域公共交通計画に記載が必要であり、法定協議会において協議がなされる必要とな
る。特に、幹線系統については都道府県の計画への位置付けも想定しており、今後は都道府県による計画作成も重要となる。

図 補助に関する地域公共交通計画への記載内容

出典︓地域公共交通計画等の作成と運⽤の⼿引き（国⼟交通省）
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２．地域公共交通に関する法律等について
（３）地域交通法等改正法（地域公共交通の活性化及び再⽣に関する法律等の⼀部を改正する法律（令和５年法律第18号））

出典︓令和５年度第１回（第23回）交通政策審議会交通体系分科会地域公共交通部会資料
8
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２．地域公共交通に関する法律等について
（４）地域公共交通の「リ・デザイン」に向けた地方ブロック説明会の開催

出典︓国⼟交通省ＨＰ（⾚線は加筆）
9
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２．地域公共交通に関する法律等について
（５）地域公共交通の「リ・デザイン」について ※国⼟交通省におけるアフターコロナに向けた地域交通の「リ・デザイン」有識者検討会、

交通政策審議会交通体系分科会地域公共交通部会で審議
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２．地域公共交通に関する法律等について
（参考）地域公共交通の「共創」とは

• 「アフターコロナ時代に向けた地域交通の共創に関する研究会」では、地域のくらしを充実させる観点から、「コミュニティを核としたくら
し目線の交通の実現」、「ガバナンスを強化した実効性のある交通マネジメント」、「新たなファイナンスの可能性の探求による持続
可能性の確保」という３つの柱から導き出される地域交通のあり⽅を、各領域の垣根を越えた「共創」の発想で進めていくべきとされた。

• 以上のことを背景として、以降の国の検討会において、近年急速に進展するデジタル技術等の実装を進めつつ、①官と⺠で、②交通
事業者相互間で、③他分野とも、「共創」を推進することが示された。

交通・他分野間の共創全ての関係者、⼒で共創

利 用 者

企業・団体

地域住⺠

・路線バス、タクシー
・自家用有償運送
・コミュニティバス 等

・国、県、市町村
・道路管理者
・交通管理者
・福祉、教育、
観光⾏政 等

・通勤、通学
・買物、通院
・観光 等

・子ども、学生
・就業者
・高齢者 等

・企業、経済団体
・商業施設
・文化施設
・教育施設 等人 知恵

財 資源

想い

交通事業

⾏ 政

地域公共交通

出典︓国⼟交通省資料、地域公共交通セミナー資料（中部運輸局）等を参考に作成
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３．地域公共交通計画検討に向けた課題

• 沖縄で地域公共交通の活性化・再生を図る上では、沖縄の歴史、都市構造、社会構造を含めた様々な要素を踏まえると、まちづく
りを含めた総合的な対策と、時間軸も考慮した効果的な対策の両面を講じていくことが重要と考えられる。

戦後の米国施政権下

広⼤な⽶軍駐留軍⽤地

限られた⼟地利⽤

⼟地利⽤の郊外化

島しょ性と限りある資源

⼥性が⽀えた戦後経済

堅調な人口増加

出⽣率、離婚率の⾼さ

ひとり親世帯の多さ

サービス産業中心の産業

非正規雇用の多さ

1⼈当たり県⺠所得の低さ

魅⼒と政策動向

観光需要の増加

ホテル等の建設増加

地価の高騰

⾼い借家率

政令市並み⾼密市街地
国⺠年⾦納付率、任意保険加⼊率、

⼦どもの貧困、⽣活保護受給率等の特性

住宅需要増加

【歴史・社会構造・都市構造に関する部分】

脆弱な公共交通拠点性の低いまちづくり

県⺠・都市の活動分散化 所得が低くても多い⾃動⾞保有

⾼い公共交通利⽤コスト

⾼い⾃動⾞免許保有率クルマ中心のまちづくり

公共交通利⽤の低迷

観光のレンタカー利⽤⼤多くの企業がマイカー通勤容認

都市に多い駐⾞場

クルマ社会の拍⾞

⼤都市以上の道路混雑歩⾏数の少ない県⺠

通学送迎の多さ

地方部は過疎化

【主に都市・交通に関する部分】

公共交通事業悪化・人材
不⾜・サービス低下の懸念

12県⺠の健康問題（⾼い健康診断有所⾒率・平均寿命全国順位の⼤幅低下）、クルマの外部不経済、持続可能なまちづくり上の⼤きな課題

（１）沖縄の都市構造、社会構造、交通課題等の関連性

注）各項目の関連性はイメージ
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３．地域公共交通計画検討に向けた課題

① 特に本島中南部は、⾻格的な公共交通軸が不⼗分な中、⼟地利⽤や⼈⼝集積は政令指定都市並みであることから、県⺠の

日常生活や観光に関する、多くの潜在的な移動需要に対応した公共交通を構築する必要がある

・ＤＸ等新技術（MaaS、自動運転、連節バス等）に関する活用可能な施策の検討

・様々な新たな事業制度（地域公共交通利便増進事業、エリア⼀括運⾏等）の適⽤

・公共交通サービスの向上や運転⼿不⾜への対応等も考慮し、バス事業の生産性向上に向けた取組

・沖縄の社会構造の中でマイカーに大きく依存している様々な移動について、実効性の⾼い公共交通利⽤への⾏動変容

② 都市部については「事業性」を⾼めること、地⽅部においてはコミュニティバスや各種移動資源を含め利便性の⾼いネットワークを

構築することにより、公共交通への利⽤転換を進める必要がある。

・公共交通の低迷等による、移動⼿段を持たない⾼齢者や通学等の⽇常⽣活への影響が懸念されるため、マイカーに依存せざる

を得ない交通社会の改善や、地域公共交通の確保・維持

・そのため都市部では「事業性」を高めること、同時に地方部の「公益性」を確保することも重要

・また、それぞれの地域の特性等を踏まえ、「葉の部分」を中⼼に、地域住⺠の⽇常⽣活を⽀えるため、あらゆる移動資源や関
係者の⼒による共創が必要

③ 県⺠と企業、交通事業者、⾏政含め、それぞれが連携しながら持続可能な⼯夫と努⼒が重要である

・県⺠と企業は、交通社会に寄与することが、それぞれ生産性、健康等にも大きく影響することについて共有し、⾏動変容可能な
実効性の高い方策について、社会全体での検討

・交通事業者等は、事業生産性向上のための方策や共創のあり方について、関係者とも連携した検討

・⾏政は、社会構造的な課題がある県⺠⽣活に寄り添ったまちづくりを進めつつ、必要な財源確保とその有効活用の視点も踏まえ、
持続可能な地域公共交通の構築に向けた早急な取組

２）計画検討に向けた主な課題
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次年度以降
令和５年度年度

321121110987月

次年度以降
毎年開催予定

・モニタリング、評価
・⾒直し検討、計画改定

協議会

計画素案たたき
台作成

具体的施策の
検討

パブリックコメント
の実施

※第２回協議会以降のスケジュールは予定であり、今後変動する場合がある

※その他、関係者へのアンケート等についても実施予定

第２回 第３回

• 計画策定の背景

• 地域公共交通の課題

• 計画骨子案 等

• 計画素案たたき台

• 具体的施策

• 評価手法 等

第１回 7/18

• パブリックコメント結果

• 計画案

• 今後の進め方 等

４．沖縄県地域公共交通計画（仮称）のスケジュ－ル（案）

●


